
子育て応援支え合い事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 本事業は、子どもを持つ家庭を地域で応援、支援することを目的に、子育てに関

する講座や体験を提供し、地域で子育て支援に関する機運醸成を行う「子育て応援支え

合い事業」を行う団体（以下「団体」という。）に対し、予算の範囲内において事業の経

費の一部を補助金として交付するものとし、その交付に関しては、羽咋市補助金交付事

務取扱規則（昭和 55年羽咋市規則第 21号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

（交付対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、子どもを持つ家庭を地域で応援、支援することを目的に、

子育てに関する講座や体験を提供し、地域で子育て支援に関する機運醸成を行う事業を

実施する団体に限る。ただし、次の各号に掲げる者は除く。 

（１） 宗教法人 

（２） 反社会的な団体、個人 

（３） その他市長が適切でないと判断する事業をしようとする団体、個人 

（対象経費及び補助割合） 

第３条 補助金の額は、１０万円を限度とし、予算の定める範囲内で交付する。 

（申請前の事前行為） 

第４条 事業を行う団体は、補助金の申請を行う前に羽咋市の指導を受け事業計画書を作

成しなければならない。   

（交付申請等） 

第５条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請者」という。）は、規則に定める

羽咋市補助金交付申請書（様式第１号）と実施計画書（様式第１号別紙１）を事業実施

前に市長へ提出しなければならない。 

２ 市長は第１項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適正と認められ

るときは、規則に定める補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。 

３ 申請者は、交付決定に係る事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止し

ようとするときは、規則に定める承認申請書を提出しなければならない。 

（事業報告等） 

第６条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則に定める実績報告書及び事

業実施報告書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 実績報告書には、写真を添付するものとする。 

３ 市長は、実績報告書の書類を審査及び調査し、適正であると認めたときは、規則に定

める補助金確定通知書により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金の確定通知後、補助金請求書による申請者の請

求に基づき、補助金を交付するものとする。 

 

 

 

 



 

（補助金の返還） 

第８条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の支給を受けた者があると

きは、その者から既に支給した金額の全額又は一部を変換させることができる。 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 


